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間の医師会立養成所の新卒就業者は、2015 年に

328 人、2016 年に 346 人で、合計 674 人である。

　また、2017 年度の看護職員の従事状況を把握

するために行われた調査（病院 146 施設中、回

収数は 131( 回収率 89.7％ )、訪問看護事業所

138 施設中、回収数は 113( 回収率 81.9％ )）に

おいて、病院の採用数は 1,528 人（新卒者 632 人、

既卒者 896 人）であった。一方、退職者は 1,534

人で、僅かながら退職者が採用者を上回っている

状況であった。訪問看護事業所においては採用が

91 人（保健師 4 人を含む）、退職が 72 人であり、

こちらは採用者数が退職者数をやや上回ってい

た。病院の採用者のうち、新卒者は看護師 494 人、

准看護師 118 人、保健師 1 人、助産師 19 人の

計 632 人である。訪問介護事業所では、採用の

うち新卒者は看護師 1 人のみであった。この年

の医師会立養成所卒業者の県内就業者数は、看護

師が病院 115 人、診療所 1 人で、准看護師は病

院 150 人、診療所 24 人である。仮に医師会立

養成所が看護職員の養成を停止した場合、県内の

看護職の就業者は年々減少し、病院であっても看

護職の確保が十分にできなくなるであろうことは

想像に難くない。

　ところで、2016 年 12 月の統計によると、山

口県の看護職員数は人口 10 万対比で 1,735.9 人

であり、全国平均の 1,228.7 人を上回る、全国

10 番目の多さとなっている。しかしながら、前

述の山口県の看護職員の需給状況に関する調査に

おいて、2017 年の時点で 476 人以上の看護職

が不足しているという結果が得られている。看護

職を募集しても応募がないということからも不足

を実感する。　

　その理由の一つとして、資格を取得していても

就業していない「潜在看護職員」の存在が考えら

れる。2025 年に向けて、現状のペースで養成し

ても全国で看護職が 10 万～ 20 万人不足すると

言われているが、潜在看護職員数は 70 万人にの

ぼると推定されている。この潜在看護職員に何と

か就業してもらえるよう、県や看護協会もさまざ

まな対策を講じておられる。

　もう一つの理由として、有料職業紹介事業所の

存在が考えられる。毎日のように職員採用依頼の

FAX が届き、多くの看護職が登録されているこ

とが窺える。従来はハローワークを介した募集で

職員を採用できることが多かったが、最近は難し

くなっている。有料職業紹介事業所を介すると膨

大な費用を請求されるため、採用に二の足を踏む

原因となっているとも思われる。

　本年 5 月 21 日に開催された都道府県医師会長

協議会において、神奈川県から「医療介護人材

確保のために有料職業紹介業者へ支払う紹介手

数料について」という議題が提出された。「神奈

川県医師会の実態調査によると、介護職員の採用

に関して、人材紹介会社に依存せざるを得ない実

態（全体の 64.6％で採用）があり、それに伴い

手数料の支払いが増大（高いと感じる施設の割合

は 82.0％）し、医療機関の経営を圧迫している。

人材紹介会社へ支払われる手数料の原資は診療報

酬や介護報酬であり、国民の大切な税金や保険料

の多くが国民に還元されずに人材紹介会社へ流出

している現状は看過できない。」という内容であ

る。これに対し、「日医総研ワーキングペーパー

の報告書に記載されている 2017 年に実施した調

査では、回答を得られた医療機関 138 施設にお

ける『紹介手数料が医業収益に占める割合の平均

値』は、2014 年度に対し 2015 年度及び 2016

年度は約 1.5 倍となっている。同報告書の回答数

700 施設を超える調査結果では、直近 3 年間の

離職者数のうち紹介業者経由の割合は、看護職員

において、半年以内の離職者が 17.6％、1 年以

内の離職者が 20.9％であり、早期の離職者に占

める紹介業者経由の採用者が高い傾向にあった。

さらに日医総研の試算では、直近 3 年間に採用

された全看護職員における採用後の離職率は、半

年以内 3.0％、1 年以内 6.1％であるのに対し、

紹介業者経由採用者では、半年以内 6.6％、1 年

以内 11.3％と高い値を示した。また、厚生労働

省『職業紹介事業報告書』における手数料徴収

状況の集計結果では、2013 年度の医師 68 億円、

看護師（准看護師を含む）71 億円に対し、2017

年度は、医師 165 億円、看護師（准看護師を含む）

324 億円と急増している。日本医師会の要請に

より、今年度、厚生労働省職業安定局で、職業紹

介事業者、利用歴のある病院・介護施設、さらに





471







令和元年 7 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1907 号

474

　我々は同町に到着し次第、西澤匡史 先生（現

南三陸病院副院長）にお会いし、活動の指示をい

ただいた。毎朝の会議では常に中心におられ、指

揮系統の中心であることは明白。各支援救護班に

適切に指示されていた。我々は入谷小学校の避難

所で活動したが、現地の問題点を報告すると、翌

日には問題解決の対応策を即決。判断力、行動力

ともに抜群のコーディネーターで尊敬に値する。

活動を終え山口へ撤収するまでの間、この先生の

陣頭指揮に疑問を抱くことは少なくとも我々には

なかった。

　一方、熊本では、多くの混乱に直面。まず派遣

元が全国知事会ということ。熊本県知事が全国知

事会に医療支援を呼びかけ、山口県知事に要請が

下る。そこから山口県医師会を通じ、「JMAT や

まぐち」が派遣された。本来の流れでは JMAT

は被災県医師会が日医に要請し、そこから各県医

師会、そして JMAT に派遣命令が下されるので、

この度は特殊例かと思いつつ熊本入りした。

　ところが、熊本県庁の知事会チームの集合場所

に到着すると、「あなた方はここではありません

よ」と言われた。JMAT は九州ブロックのみで活

動しており、本部が異なっていた。われわれは

混乱を避けるため背中の JMAT のワッペンを外

し、知事会チームとして徹することとした。しか

し熊本滞在中に日医ホームページを確認すると、

「JMAT やまぐち」が 1 チーム派遣中と掲載され

ていた。「二枚看板」を背負っていることに気付き、

困惑は隠せなかった。

　先遣隊の使命として、被災地の状況を把握し自

県に報告、後続チームの手配を依頼する責務があ

る。しかし日医、熊本県知事いずれからも追加要

請がない。山口県医師会も混乱されたことと思う

が、最終的には私が阿蘇の本部に、「追加が必要

であれば、熊本県知事から山口県に要請の連絡を

お願いします。」と言い、ようやく追加派遣が決

定した。

　昨年、全国知事会チームが JMAT でもある「二

枚看板」が容認されたと聞いた。知事会チームの

組織力や機動力、日医からの費用弁償や損害補償

など、利点が充分にあることは評価される。あと

はそれにより、現場が混乱を来さぬよう、準備を

お願いしたい。

　その他にも混乱はあった。熊本県庁で、「阿蘇

保健所に行って下さい」と指示を受けたが、阿蘇

医療センターの DMAT 本部には、「こちらに集合

して欲しかった。」と言われたことなど、まだま

だあるが、ほぼ愚痴になるので割愛する。ただ一

つご理解いただきたいのは、我々の東北派遣は

発災 2 週間以上経過に対し、熊本は発災 5 日後。

DMAT 撤収時期とも重なり、指揮命令系統の混

乱は当然と思う。災害の規模や性質、地域性など

も異なるため、単純比較は出来ない。決して熊本

の災害医療対策本部が一生懸命活動していなかっ

た訳ではない。

　今回、私は講演の中で、本会報 5 月号で述べ

させて頂いた「先遣および統括 JMAT」について

も多少触れた。今後 JMAT やまぐち派遣の際には、

県内医療機関の皆様がスムーズに派遣され、混乱

なく現地で活動出来るよう努めたい。

　今回の研修会では、昨年 7 月の西日本豪雨災

害の際に出動された各職種 4 名の方々から報告

を頂いた。

　リハビリの JRAT が JMAT 傘下に組み込まれて

いることや、災害支援ナースや保健師が、相当ご

苦労されたことなど、他団体の話を聞けたのは新

鮮で、興味深かった。

　さらに家本薬局の家本亜希子 先生からは、

JMAT の詳細な活動内容の教示、被災地に赴く意

識の高い人材育成についてご提案いただいた。今

回の研修会には県薬剤師会から多数ご出席いただ

いており、薬剤師会の意識の高さがうかがえたと

ともに、JMAT の更なる認知度向上の努力を要す

ることを痛感した。

　研修会後半では、周南健康福祉センター所長

の中嶋 裕 先生のご講演をいただいた。昨年 7 月

の豪雨災害で初めて稼働した DHEAT の紹介が

あった。「被災地の保健医療調整本部および保健

所の指揮調整機能等を応援」するものとのこと。

DHEAT の活躍により、今後、被災地での指揮命

令系統が、より確固たるものになることを期待し

たい。

　研修会の最後は、徳山中央病院の山下 進 先生

の司会進行で、発表者全員によるパネルディス
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